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令和４年第６回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和４年６月１日（火）午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第１会議室 

３ 出席委員  嶋田 仁、田村 明、加賀谷 得子、大沢 耕 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 石井 靖紀 

書 記 田村 慎一、三浦 徹斗 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

  議案第３５号 選挙人名簿に登録することについて 

  議案第３６号 選挙人名簿から抹消することについて 

  報告第１３号 登録の移替えをした者について 

  報告第１４号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

  報告第１５号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

  議案第３７号 選挙人名簿の移替えの延期について（参院選） 

  議案第３８号 投票所を定めることについて（参院選） 

  議案第３９号 投票所の閉鎖時刻を定めることについて（参院選） 

  議案第４０号 期日前投票及び不在者投票を行う場所及び設置する期間を

定めることについて（参院選） 

  議案第４１号 不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発

送できる日を定めることについて（参院選） 

  議案第４２号 在外選挙人が投票できる期日前投票所の指定について（参

院選） 

  報告第１６号 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

午前９時００分 

 

石井書記長  それでは第６回三種町選挙管理委員会を開会いたします。開会

に当たりまして嶋田委員長からご挨拶をいただきまして、その後

の進行の方もよろしくお願いします。 

嶋田委員長  おはようございます。先月の町長・町議選挙、大変ご苦労様で

した。町議会議員に選出された方々の任期が本日からということ

で、新たなスタートということになるのだと思います。我々選挙

管理委員会といたしましても、新たな気持ちで臨んでいきたいと

思っております。 
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       新型コロナウイルス感染症の方は、大分状況が落ち着いてきた

ようではありますが、油断せずにやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

       本日は、定時登録と、来月執行が予定されている参議院議員通

常選挙関係の議案を審議することになっています。 

       案件に入る前に議事録署名委員の指名ということで、田村委員

と大沢委員にお願いいたします。 

    それでは、案件の議案第３５号「選挙人名簿に登録することに

ついて」、説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第３５号ですが、６月定時登録において、選挙人名

簿に新たに登録することについてお諮りするものでございます。 

       １の新有権者登録については、令和４年６月１日までに満１８

歳に達する方が対象で、生年月日で申しますと、平成１６年５月

１７日から平成１６年６月２日までの方となります。人数は、男

７人、女２人、計９人となります。 

       ２の転入登録については、令和４年３月１日以前より引き続き

三種町に居住され３ケ月を経過された方が対象で、転入日では、

令和４年２月１０日から令和４年３月１日までとなります。人数

は、男８人、女６人、計１４人です。 

       よって、６月定時登録における登録者総数は、男１５人、女８

人、合計２３人となります。 

       対象者については、別冊の名簿をご覧ください。新有権者登録

は１頁に、転入登録については２頁に記載しております。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。確認が終わりましたら、終わった旨教えて

ください。それではお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

      （「特にありません。」の声有り。） 

 

嶋田委員長  何も無いようですので、議案第３５号は原案どおり決定します。 

嶋田委員長  次に、議案第３６号「選挙人名簿から抹消することについて」、

説明をお願いします。 
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田村書記   はい。議案第３６号は、６月定時登録において、選挙人名簿か

ら抹消することについてお諮りするものでございます。 

       １の死亡抹消者ですが、死亡の届出が令和４年５月１４日から

令和４年５月３１日までの方が対象となります。人数は、男９人、

女５人、計１４人です。 

       ２の転出抹消者ですが、令和４年１月３１日以前に三種町から

転出された方が対象となります。転出日で申しますと、令和４年

１月１５日から令和４年１月３１日までとなります。人数は、男

１人、女５人、計６人です。 

       よって、６月定時登録における抹消者総数は、男１０人、女１

０人、合計２０人となります。 

対象者については、死亡抹消は別冊名簿の３頁、転出抹消は４

頁に記載しております。 

説明は以上です。 

嶋田委員長  それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ございました

らお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

      （「特にありません。」の声有り。） 

 

嶋田委員長  はい。ご意見等無いようですので、議案第３６号を原案どおり

決定することといたします。 

      （「はい。」の声有り。） 

       続きまして、報告第１３号「登録の移替えをした者について」、

説明をお願いします。 

田村書記   はい。報告第１６号ですが、町内転居による投票区の移替えを

行った者について、報告するものでございます。 

       先月の町長選挙・町議会議員選挙の執行に当たりまして、４月

１５日から移替えの延期を行っておりましたので、今回対象とな

るのは、令和４年４月１５日から令和４年５月３１日までに町内

転居した方となります。人数は、男８人、女２０人、合計２８人

です。 

別冊名簿の５頁、６頁に対象者を掲載しております。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質



- 4 - 

問等ございましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

      （「ありません。」の声有り。） 

 

嶋田委員長  はい。無いようですので、報告第１３号は以上といたします。 

       続きまして、報告第１４号と報告第１５号は、関連性がござい

ますので、一括して上程します。説明をお願いします。 

田村書記   はい。報告第１４号「選挙権を有する者の５０分の１の数につ 

いて」は、条例の改廃請求等に関連する、選挙権を有する者の総

数の５０分の１の数について報告するものです。 

       ４頁の選挙人名簿登録者数増減表に記載のとおり、今回の名簿

登録者数は、１３，８１３人です。したがって、これを５０で除

した数は、小数点以下を切り上げて２７７となります。 

報告第１５号は、議会の解散請求等に関連する、選挙権を有す

る者の総数の３分の１の数を報告するものです。 

先ほどご説明したとおり選挙人名簿登録者数は１３，８１３人

ですので、これを３で除して、小数点以下を切り上げると４，６

０５となります。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。報告第１４号、第１５号について、よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  そうすれば、報告第１４号、第１５号については、以上といた

します。 

       定時登録関係は以上ということで、続きまして、参院選関係議

案に入ります。議案第３７号、説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第３７号「選挙人名簿の移替えの延期について（参

議院）」は、町内転居による選挙区の移替えを延期する期間を定め

ることについて、お諮りするものでございます。 

       延期の期間ですが、６月７日から７月１０日までとしておりま

す。来月執行予定の参議院議員通常選挙の準備のために、６月６

日に入場券作成処理を行うこととしておりますので、翌７日から

選挙が執行されるまでの間について、投票区の移替えを延期する

ものですので、よろしくお願いいたします。 

       なお、参院選の日程ですが、現時点では、６月２２日公示、７
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月１０日投開票が有力視されていますが、まだ確定ではありませ

ん。本日の参院選関係議案は「執行予定」で作成しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  議案第３７号は、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、原案のとおり決定いたします。 

    続きまして、議案第３８号「投票所を定めることについて（参

院選）」、説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第３８号は、令和４年７月１０日執行予定の参議院

議員通常選挙における投票所について、お諮りするものでござい

ます。 

       投票所として使用したい場所は議案８頁に記載のとおりです。

従前のとおりということで、先月の町長選挙・町議会議員選挙か

ら変更ございません。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  はい。投票所について、従前と変わりないということです。本

案について、原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第３８号は原案のとおり決定いたします。 

       続きまして、議案第３９号「投票所の閉鎖時刻を定めることに

ついて（参院選）」です。説明をお願いします。 

田村書記   議案第３９号は、先ほど決定していただいた参院選の投票所の

閉鎖時刻について、お諮りするものでございます。 

       各投票所の閉鎖時刻ですが、議案９頁に記載のとおり、落合投

票所・勝平投票所は午後６時まで、それ以外の投票所は午後７時

までとしたいと考えております。これは、従前の国政選挙と同じ

取扱いとなっております。 

投票所の閉鎖時刻は、公職選挙法第４０条の規定により、午後

８時とされていますが、選挙人の投票に支障を来さないと認めら

れる特別の事情のある場合は、同条ただし書の規定により閉鎖時

刻を繰り上げることが認められております。事前の広報活動と期

日前投票の浸透により、投票機会が十分確保できることから、閉

鎖時刻を繰り上げても選挙人の投票に支障を来すことは無いと考

えておりますので、ご審議の程よろしくお願いします。 
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嶋田委員長  前回の選挙は、町の選挙でしたので、全ての投票所で２時間繰

り上げたわけですけれども、今回の参院選では、勝平投票区と落

合投票区は２時間、それ以外は１時間繰り上げたいということで

す。従前のとおりということですが、よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは議案第３９号について、原案のとおり決定します。 

       続きまして議案第４０号「期日前投票及び不在者投票を行う場

所及び設置する期間を定めることについて（参院選）」、説明をお

願いします。 

田村書記   議案第４０号は、参院選における期日前投票所と不在者投票所

の場所、時間についてお諮りするものです。 

       議案１０頁に記載のとおり、期日前投票所は、琴丘地域拠点セ

ンター、山本地域拠点センター、八竜農村環境改善センターの３

箇所で、期間と時間は３箇所とも６月２３日～７月９日、午前８

時３０分から午後８時までとしております。過去の国政選挙では

琴丘と山本の設置期間を短くしたこともありましたが、感染症拡

大防止対策として、投票所の密を避けるため、全ての期日前投票

所で公示日の翌日から期日前投票所を設置したいと考えておりま

す。これは、昨年の衆院選と同じ取扱いとなっております。 

       また、不在者投票所は、選挙管理委員会事務室に設置したいと

考えております。期間は、６月２３日から７月９日までで、時間

は午前８時３０分から午後８時までです。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  過去には琴丘と山本の設置期間を短くしていたこともあるとの

ことですが、今回は社会情勢に合わせて、３箇所とも同じ期間設

置するということです。皆様よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは議案第４０号について、原案のとおり決定します。 

       続きまして議案第４１号「不在者投票に係る投票用紙及び投票

用封筒を郵便により発送できる日を定めることについて（参院

選）」、説明をお願いします。 

田村書記   はい。議案第４１号ですが、病院等での不在者投票や、身体障

害者手帳等をお持ちの方の郵便投票に関し、投票用紙の発送を開

始する日を定めることについてお諮りするものでございます。  

       発送を開始する日は、公示予定の２日前である６月２０日とし
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ております。これは、県選挙管理委員会からの指導に基づき設定

したものです。 

       ２０日以前に不在者投票の請求があった場合は、２０日に投票

用紙を発送し、それ以降に請求があった場合は、速やかに投票用

紙を発送することになります。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  以前よりも郵便に時間がかかるようになっておりますので、不

在者投票の実施においては、早めの事務処理が重要ということだ

と思います。皆様よろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは議案第４１号について、原案のとおり決定します。 

       続きまして議案第４２号「在外選挙人が投票できる期日前投票

所の指定について（参院選）」、説明をお願いします。 

田村書記   議案第４２号ですが、在外選挙人が投票できる期日前投票所を

指定することについて、お諮りするものでございます。 

       場所としては、選挙管理委員会事務室を使用したいと考えてお

ります。在外選挙人名簿に登載されている方が、選挙期間中に帰

国されている場合には、選挙管理委員会事務室で期日前投票でき

る、ということになります。 

       説明は以上です。 

嶋田委員長  選挙管理委員会事務室を使用するということです。皆様よろし

いでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、原案のとおり決定します。 

       続きまして、報告第１６号「選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

について」、説明をお願いします。 

田村書記   報告第１６号は、令和３年度における選挙人名簿抄本の閲覧状

況の公表に関する報告となっております。選挙人名簿は常に選挙

人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧

できるように公職選挙法で定められていますが、その閲覧状況を

少なくとも年１回公表しなければならないことになっております

ので、公表内容について選挙管理委員会にご報告するものです。 

       具体的な閲覧状況については、議案１４頁、１５頁をご覧くだ

さい。 

      （資料に基づき説明） 
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田村書記   公表の方法ですが、町のウェブページにて公表することとして

おります。 

報告は以上です。 

嶋田委員長  ご質問等ございますか。 

       (各委員「ありません」。の声有り。) 

嶋田委員長  それでは報告第１６号は以上とします。 

       本日の議案審議は以上ですが、委員の方から何かございますで

しょうか。無ければ、その他として事務局からお願いします。 

田村書記   はい。今後の日程についてご説明いたします。 

       先ほどの議案もそうでしたが、参院選が６月２２日公示、７月

１０日投開票で執行されると仮定しての日程ですので、よろしく

お願いします。 

 

      （以下、資料に基づき説明） 

      （その後、意見交換） 

 

嶋田委員長  それでは、他に無ければ、本日の委員会を終了したいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

           

午前９時４２分閉会 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   

 

      署名委員                   

 

      署名委員                   

 


